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号　　外　2006.1.22
健康・福祉総合計画2010
市役所代表電話10422-45-1151

第
１
　
計
画
の
前
提

本
計
画
は
、
福
祉
に
関
す
る
総
合
的

な
計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
個
別

に
策
定
さ
れ
て
き
た
計
画
と
、
ひ
と
り

親
家
庭
自
立
支
援
計
画
な
ど
新
た
に
策

定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
計
画
を
含
め
、

す
べ
て
の
福
祉
に
関
わ
る
計
画
が
こ
の

計
画
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
こ
と
と
な

り
ま
す
。

目
標
年
次
は
お
お
む
ね
２
０
１
０
年

ま
で
と
し
、
基
本
計
画
と
同
様
２
０
０

７
年
に
見
直
し
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

第
２
　
計
画
策
定
の
背
景

日
本
の
少
子
高
齢
化
は
深
刻
さ
を
増

し
、
２
０
０
７
年
か
ら
２
０
０
９
年
に

か
け
て
は
団
塊
の
世
代
が
定
年
退
職
を

迎
え
る
時
期
が
近
づ
い
て
お
り
、
労
働

力
不
足
、
高
齢
化
に
よ
る
経
済
成
長
へ

の
影
響
な
ど
不
安
の
声
が
あ
り
ま
す
。

家
族
の
役
割
も
変
化
し
、
ド
メ
ス
テ
ィ

ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
、
ひ
き
こ
も
り

や
若
者
の
自
殺
、
ニ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る

若
者
の
増
大
な
ど
新
た
な
課
題
が
顕
在

化
し
、
地
域
が
か
か
わ
り
な
が
ら
家
族

機
能
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ

と
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
来
ま
し
た
。

ま
た
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
成
立
や

介
護
保
険
法
の
大
幅
な
改
正
な
ど
に
よ

る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
対
応
し
た

施
策
の
変
更
を
行
う
必
要
も
あ
り
ま
す
。

第
３
　
計
画
の
基
本
的
考
え
方

計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は

①
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
②
安
心

し
て
生
活
で
き
る
高
福
祉
の
ま
ち
③
利

用
者
主
体
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
④
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
効
率
性
、
透
明
性
等
の
確
保

⑤
個
人
・
家
族
の
生
活
状
況
を
踏
ま
え

た
総
合
的
な
施
策
⑥
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
に
根
ざ
し
た
地
域
ケ
ア
の
推
進
⑦
健

や
か
で
心
豊
か
な
生
活
⑧
在
宅
福
祉
の

充
実
と
福
祉
文
化
の
醸
成
、
の
８
つ
を

掲
げ
施
策
を
推
進
し
ま
す
。

第
４
　
高
福
祉
の
実
現
に
向
け
た
重
点

課
題ま

た
、
重
点
課
題
と
し
て
は
①
相
談

体
制
の
整
備
と
地
域
ケ
ア
の
推
進
②
サ

ー
ビ
ス
利
用
者
支
援
と
権
利
擁
護
③
サ

ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
④
福
祉
を
支
え
る

環
境
づ
く
り
の
促
進
⑤
保
健
・
医
療
・

福
祉
の
連
携
⑥
早
期
解
決
を
め
ざ
す
苦

情
対
応
の
仕
組
み
づ
く
り
⑦
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
ま
ち
づ
く
り
⑧
在
宅
自
立
生
活

の
支
援
⑨
障
が
い
者
福
祉
施
策
の
充
実

⑩
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
⑪
健

康
づ
く
り
の
推
進
⑫
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た

施
策
の
推
進
、
の
12
の
課
題
に
重
点
的

に
取
り
組
み
ま
す
。

三
鷹
市
健
康
・
福
祉
総
合
計
画

2
0
1
0
改
定
素
案
の
概
要

◆地域で生活する住民が、介護や支援が必要になっても、
いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられる地域社
会の構築が求められています。そこでコミュニティ住
区をベースとし、住民協議会、町会、商店会、ボラン
ティア等によって構成される協議会を設置し、地域の
福祉・生活課題に対応し、解決していくために、地域コ
ミュニティを基礎とした地域ケアネットワークの推進
を、井の頭地区に加えて他地区でも展開を図ります。
◆総合的な相談を身近でわかりやすく行う相談・情報提
供の体制の整備を行うとともに、福祉サービス利用者
が心配なく良質のサービスを使えるよう、成年後見・
地域福祉権利擁護事業を進め、福祉サービスの質を高
めるための福祉サービス第三者評価事業も引き続き推
進していきます。

◆すべての人がいきいきと暮らせるバリアフリーのまち
づくりは市の最重点プロジェクトの一つです。「バリア
フリーのまちづくり基本構想」に基づき施策の推進を
図ります。三鷹駅と井の頭公園駅についてはプラット
ホームまでエレベーターで移動できるバリアフリー化
を計画します（平成18年度～19年度）。

◆すべての人の人権が尊重され、お互いに認め合える心
のバリアフリーの実現をめざし啓発・広報活動の充実
を図ります。
◆高齢者・障がい者などのいわゆる災害時要支援者への
対応については、地域における連携・支援体制を確立
するとともに安全確保体制の整備を図っていきます。

◆支え合う地域福祉・福祉コミュニティの創造のために
は、地域住民自身の参加と交流の推進が重要です。そ
のために、障がい者の社会参加の促進や高齢者の就業
支援の活動を一層充実していくための条件整備を推進
します。
◆三鷹ネットワーク大学を中心に多様な学習機会の提供

に努めていくとともに、地域福祉活動の担い手の養成、
とりわけ団塊の世代の地域活動への参画を図っていき
ます。

◆高齢者が住み慣れたまちで生活を続けていくための施
策として、これまでの介護予防諸事業に加えて新予防
給付や地域生活支援事業を実施、言語障がいのある方
のための言語リハビリテーション事業の継続、地域包
括支援センターと従来の事業との連携などを進めます。
◆高齢者の虐待の防止、有料老人ホーム等との連携によ
る緊急保護、リフォーム詐欺等の被害予防などに取り
組みます。
◆3期目を迎える介護保険事業では、地域密着型サービス
の整備、事業者情報の提供・公開、利用者からの苦情
の検証などをとおして基盤の充実やサービスの質の確
保を図ります。
◆発達障がい児への早期療育の支援の充実を図ります。
◆障がい者の雇用・就労・自立を支援するためのネット
ワークを構築します。
◆難病患者等の日常生活用具給付事業の適用について検
討します。
◆精神障がい者の地域生活への移行支援や、関係機関と
の連携を進めます。
◆生活保護世帯の生活の安定と自立を図るため就労支援
員の配置などを行います。

◆地域ケアサポート事業のセンター機能、24時間見守り
機能、福祉人材育成機能と連携する地域ケア拠点を、
民間活力の導入により整備します。
◆高齢者の地域在宅生活を支援するため小規模多機能型
居宅介護事業所等の地域密着型サービスを整備します。
◆グループホームの設置支援など、知的障がい者の地域
における自立生活を支援します。

◆地域で子育てをしているすべての家庭を支援できるよ
う、子育てをしやすい環境づくりと子育て支援のシス
テムづくりを推進します。
◆子育て相談事業は、関係機関と構成している「三鷹市子
ども家庭支援ネットワーク」を児童福祉法に基づく「要保
護児童対策地域協議会」とし、相談事業を拡充します。
◆待機児童解消策は、民間保育所や東京都認証保育所の
開設・運営支援を進めるとともに、廃園する市立幼稚
園跡の活用や市立保育園の効率的運営を進めることに
より、待機児童の計画的な解消を図っていきます。
◆子どもたちの居場所づくりでは、地域子どもクラブの

展開を推進するとともに、「絵本館（仮称）事業の推進」
を加え、絵本を通じた子育て支援を進めます。
◆ひとり親家庭の支援は、資格取得助成など就労支援に
向けた母子家庭自立支援策を拡充します。

◆健康な地域づくりの推進に、「介護予防健康づくりの
推進」を加え、重点事業としました。
◆平成17年6月に三鷹市の健康づくり目標「市民も地域
も健康みたか2010」が作成されたことから、目標達成
のための取組みとして健康マップの作成やストレッチ
機器設置事業などを行います。
◆疾病予防の推進では、基本健康診査等事業の充実として
「健康づくり目標」評価委員会の設置や糖尿病の予防など、
一次予防の推進を図ることなどを盛込みました。
◆母子保健・医療等の推進では、乳幼児健診での難聴スク
リーニングの実施や、産後早期の母子育児支援を新規拡
充事業とし、産後うつ病対策事業を実施しています。

◆計画の着実な推進に向けて、事業全体に関わる「地域
ケアの推進」、「福祉総合窓口の改善検討」、「個人情報
の保護」や「地域子育て支援ネットワークの構築」な
ど新たな課題に取り組みます。
◆介護保険法の改正に伴う介護予防事業の実施に向け、
組織の連携のあり方について検討します。
◆引き続き社会福祉協議会、社会福祉事業団との連携を
強化し、社会福祉法人・NPO等への支援を行って、積
極的に計画の推進を図ります。

第8 計画の推進

第7 健康づくりの推進

第6 子ども・子育て支援の充実

第5 在宅自立支援等のための基盤整備

第4 在宅自立生活支援の充実

第3 社会参加と交流の推進

第2 福祉のまちづくりの推進

第1 地域福祉・地域ケアの推進

各論の改正点と見直しのポイント

〒181－8555三鷹市役所地域福祉課
145－1151内線2612・548－1794
chiiki@city.mitaka.tokyo.jp

◎計画の全文は三鷹市ホームページでご覧ください。
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/

※地域説明会を開催します。
くわしくは1面をご覧ください。

HP

ご意見・ご提案をお寄せください

三
鷹
市
は
、
２
０
０
５
年
３

月
に
、
第
３
次
基
本
計
画
を
改

定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
２

０
１
０
年
ま
で
の
三
鷹
市
が
め

ざ
す
全
体
計
画
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、
今

回「
三
鷹
市
健
康
・
福
祉
総
合
計

画
２
０
１
０
」を
改
定
し
、
地
域

福
祉
・
地
域
ケ
ア
の
推
進
を
図

る
と
と
も
に
、
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
策
な
ど
の
一
層
の
充
実
を

め
ざ
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が

安
心
し
て
生
活
で
き
る
健
康
・

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

こ
と
と
し
ま
す
。

JR三鷹駅のバリアーフリー化工事（計画図）


